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おらほの町の
地域包括支援センター
ここでは、高齢者に関わる様々な話題を
掲載しています。 ９月９日（日）〜９月 15 日（土）は救急医療週間です。

　毎年９月９日は「救急の日」また 15 日までの１週間は「救急医療週間」と定められています。これは救急医療と

救急業務に対する町民の正しい理解と認識を深めるために行われます。救急医療は、人命にかかわる大切なものです。

また、救急業務は住民が平等に利用できる公共の義務であり、傷病者が緊急に医療を受ける為のものです。この機会

に、救急車の正しい利用法を理解しましょう。

救急車を利用できる人
■　災害により生じた事故の傷病者。

■　屋内外において生じた事故の傷病者や急病などで迅速に搬送する適

　当な手段が無い場合。

■　生命の危険や著しく悪化する恐れのある疾病の傷病者で、迅速に搬

　送する必要がある場合。

注）こんな利用はさけてください
　■　緊急性の無い軽い怪我や病気

　■　入院するためのタクシー代わり

　■　怪我や病気ではない酔っ払い

119 番で救急車を呼ぶ時の注意
■　「火事」と「救急」の区別をしっかりつける

■　所在地と目標物をはっきり示す（○○町○○番地○○です。近くに○○があります）。

■　傷病者の状況を具体的に伝える（氏名、性別、年齢、どのような状況で怪我もしくは発病したのか、意識、呼吸

　脈拍はあるか、かかりつけの医療機関はあるか等）。

■　救急車のサイレンが聞こえたら、迅速に誘導する。

◇救急患者を早く病院に搬送できるように町民の皆さんのご協力をお願いします !!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 大槌消防署　42-3121
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